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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像信号と、当該映像信号の制御情報との整合性を評価するためのテスト映像信号を生
成する生成手段と、を有し、
　連続する複数フレームの前記テスト映像信号は、前記テスト映像信号に付帯されるタイ
ムコードに対応した指標が前記テスト映像信号の映像に重畳されていることを特徴とする
信号処理装置。
【請求項２】
　映像信号と、当該映像信号の制御情報との整合性を評価するためのテスト映像信号を出
力する出力手段と、を有し、
　連続する複数フレームの前記テスト映像信号は、前記テスト映像信号に付帯されるタイ
ムコードに対応した指標が前記テスト映像信号の映像に重畳されていることを特徴とする
信号処理装置。
【請求項３】
　前記出力手段は、記憶手段に予め記憶されたテスト映像信号を読出して出力することを
特徴とする請求項２に記載の信号処理装置。
【請求項４】
　前記テスト映像信号は、有効映像か無効映像かを識別するデータが映像に付加されてい
る特徴とする請求項１乃至３のいずれか１つに記載の信号処理装置。
【請求項５】
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　前記テスト映像信号は、記録中かそうでないかを識別するデータが映像に付加されてい
ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１つに記載の信号処理装置。
【請求項６】
　前記テスト映像信号は、前記テスト映像信号の映像の任意の方向に対して、所定レンジ
内の信号値を網羅するように各画素の信号値が構成され、
　前記テスト映像信号の映像の任意の方向に対して繰り返しパターンを有し、
　繰り返しパターン中の所定の位置に、当該繰り返しパターンの規則性から外れた信号が
挿入され、
　空間的または時間的に隣接する該繰り返しパターンは互いに位相が異なることを特徴と
する請求項１乃至５のいずれか１つに記載の信号処理装置。
【請求項７】
　前記テスト映像信号は、映像の左端と右端でデータの並びが異なることを特徴とする請
求項１乃至６のいずれか１つに記載の信号処理装置。
【請求項８】
　前記テスト映像信号は、映像の上端と下端でデータの並びが異なることを特徴とする請
求項１乃至７のいずれか１つに記載の信号処理装置。
【請求項９】
　前記テスト映像信号は、画素構成色の間でデータの配列が異なることを特徴とする請求
項１乃至８のいずれか１つに記載の信号処理装置。
【請求項１０】
　前記テスト映像信号は、隣接する偶数画素、奇数画素でデータが異なることを特徴とす
る請求項１乃至９のいずれか１つに記載の信号処理装置。
【請求項１１】
　前記テスト映像信号は、前記映像信号を伝送する際の伝送規格の伝送レンジ内のレベル
の信号値で前記繰り返しパターンが構成されることを特徴とする請求項６に記載の信号処
理装置。
【請求項１２】
　前記テスト映像信号は、前記映像信号を伝送する際の伝送規格の伝送レンジ内のレベル
の信号値を網羅するように前記繰り返しパターンが構成されることを特徴とする請求項６
に記載の信号処理装置。
【請求項１３】
　連続する複数フレームの前記テスト映像信号は、少なくとも前後のフレームで構成する
信号配列に差異があることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１つに記載の信号処
理装置。
【請求項１４】
　前記テスト映像信号は、左右及び上下で非対称なデータの並びであることを特徴とする
請求項１乃至１３のいずれか１つに記載の信号処理装置。
【請求項１５】
　前記テスト映像信号は所定の画素配列を有し、
　前記所定の画素配列とは、Ｒ、Ｇ、Ｂを画素構成色とするＢａｙｅｒ配列であることを
特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１つに記載の信号処理装置。
【請求項１６】
　前記テスト映像信号は、映像信号に所定の処理を施した映像信号と、前記所定の処理を
施していない映像信号との整合性を評価するための信号であり、
　前記所定の処理は、ＳＭＰＴＥの規格に準拠した映像信号の変換処理であることを特徴
とする請求項１乃至１５のいずれか１つに記載の信号処理装置。
【請求項１７】
　映像信号を出力するノーマルモードと、前記テスト映像信号を出力するテストモードを
有することを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１つに記載の信号処理装置。
【請求項１８】
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　前記生成手段は、
　前記テスト映像信号のライン数をカウントするラインカウンタと、
　前記テスト映像信号のピクセル数をカウントするピクセルカウンタと、
　前記ラインカウンタおよび前記ピクセルカウンタのカウントステップに基づいて前記テ
スト映像信号の各信号値を生成することを特徴とする請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８のいずれか１つに記載の信号処理装置と、
　前記信号処理装置から出力される映像信号を表示するマスタモニタと、を有することを
特徴とするシステム。
【請求項２０】
　請求項１乃至１９のいずれか１つに記載の信号処理装置と、
　映像信号と、予め決められたテスト映像信号のフォーマットとしての期待値との整合性
を評価する評価手段を有する画像処理装置と、を有することを特徴とするシステム。
【請求項２１】
　信号処理装置の制御方法であって、
映像信号と、当該映像信号の制御情報との整合性を評価するためのテスト映像信号を生成
する生成ステップを有し、
　連続する複数フレームの前記テスト映像信号は、前記テスト映像信号に付帯されるタイ
ムコードに対応した指標が前記テスト映像信号の映像に重畳されていることを特徴とする
信号処理装置の制御方法。
【請求項２２】
　信号処理装置の制御方法であって、
　映像信号と、当該映像信号の制御情報との整合性を評価するためのテスト映像信号を出
力する出力ステップを有し、
　連続する複数フレームの前記テスト映像信号は、前記テスト映像信号に付帯されるタイ
ムコードに対応した指標が前記テスト映像信号の映像に重畳されていることを特徴とする
信号処理装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、撮像装置の制御方法及びシステムに関し、特に映像信号の受け渡
しを考慮した映像データ生成機能を備えた撮像装置、撮像装置の制御方法及びシステムに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来からデジタルビデオカメラによる映像の撮影・収録では、カメラ内の記録メディア
に記録する場合と、外部レコーダの記録メディアに記録する場合があった。外部レコーダ
の接続では、ＩＥＥＥ１３９４出力やＨＤＭＩ（登録商標）（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）出力が用いられる。また、ＳＭＰ
ＴＥ（Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｔｅｌｅｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）が制定したＳＤＩ（Ｓｅｒｉａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ）出力なども用いられる。
【０００３】
　業務用カメラでは、ＢＮＣ端子（Ｂａｙｏｎｅｔ　Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）を備えＳＤＩ
出力可能なものがあり、ＢＮＣ端子に同軸ケーブルで接続することで、外部モニタへ表示
する。それだけでなく、ＳＭＰＴＥのフォーマットに従って伝送される映像信号や音声デ
ータ、制御コードを受信可能な外部レコーダ機器も必要に応じて収録に使われている。
【０００４】
　また、映像データとしては、撮影素材として手軽に使用可能な、撮像センサからの出力
を現像処理した後のＲＧＢやＹＣｂＣｒデータだけでなく、撮像センサ出力に依存する現
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像前のデータ（以後、便宜的にＲＡＷデータと呼ぶ）を出力可能なカメラがある。このよ
うなカメラと、カメラから出力されるＲＡＷデータを受信し、予め決められたフォーマッ
トで記録する外部レコーダ、記録データを現像する処理装置（外部レコーダ自身やＰＣ等
）などからなるシステムがある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－５５３９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のような背景の下、カメラの撮像素子から出力される撮像素子の画素配列に準じた
ＲＡＷデータを、カメラ内で所定の処理を施し、伝送路を通じて外部レコーダに伝送し、
レコーダに記録され、記録されたＲＡＷデータを展開する。この場合、撮像素子から出力
されたＲＡＷデータの映像信号と、外部記録されたデータの歩進情報、制御情報の整合性
に問題が生じることがあった。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の課題に鑑みてなされたものであり、映像を撮像、記録
、処理するシステムにおいて、映像信号の歩進情報、制御情報の整合性を確認できるシス
テム及び当該システムに係る撮像装置、信号処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述のような課題を解決するために、本発明に係る信号処理装置は、映像信号と、当該
映像信号の制御情報との整合性を評価するためのテスト映像信号を生成する生成手段と、
を有し、連続する複数フレームの前記テスト映像信号は、前記テスト映像信号に付帯され
るタイムコードに対応した指標が前記テスト映像信号の映像に重畳されていることを特徴
とする。
　また、本発明に係る信号処理装置は、映像信号と、当該映像信号の制御情報との整合性
を評価するためのテスト映像信号を出力する出力手段と、を有し、連続する複数フレーム
の前記テスト映像信号は、前記テスト映像信号に付帯されるタイムコードに対応した指標
が前記テスト映像信号の映像に重畳されていることを特徴とする。
　また、本発明に係る信号処理装置の制御方法は、映像信号と、当該映像信号の制御情報
との整合性を評価するためのテスト映像信号を生成する生成ステップを有し、
　連続する複数フレームの前記テスト映像信号は、前記テスト映像信号に付帯されるタイ
ムコードに対応した指標が前記テスト映像信号の映像に重畳されていることを特徴とする
。
　また、本発明に係る信号処理装置の制御方法は、映像信号と、当該映像信号の制御情報
との整合性を評価するためのテスト映像信号を出力する出力ステップを有し、
　連続する複数フレームの前記テスト映像信号は、前記テスト映像信号に付帯されるタイ
ムコードに対応した指標が前記テスト映像信号の映像に重畳されていることを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、デジタルカメラから得られる映像信号の歩進情報、制御情報の整合性
を容易に確度高く確認可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係るデジタルビデオカメラからの映像を外部レコーダで収録
する場合のワークフローの構成例である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルビデオカメラの
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システム構成の概要を示したブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルビデオカメラか
らのテスト映像信号の出力フォーマット例である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルビデオカメラか
ら、テスト映像信号をＳＤＩを通じて出力する際の信号処理の概念図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルビデオカメラに
おいて、本件の特徴を表すテスト映像信号処理のブロック図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルビデオカメラか
らのテスト映像信号の出力フォーマット例である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルビデオカメラか
らのテスト映像信号の出力フォーマット例である。
【図８】本発明の第４の実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルビデオカメラか
らのテスト映像信号の出力フォーマット例である。
【図９】本発明の第５の実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルビデオカメラか
らのテスト映像信号の出力フォーマット例である。
【図１０】本発明の第６の実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルビデオカメラ
からのテスト映像信号の出力フォーマット例である。
【図１１】本発明の第７の実施形態に係る撮像装置の一例としてのデジタルビデオカメラ
からのテスト映像信号の出力フォーマット例である。
【図１２】各実施形態におけるテスト映像信号を活用した検証ワークフロー例である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明を好適かつ例示的な実施形態に基づいて詳細に説明する。
【００１２】
　＜第１の実施形態＞
　本発明の第１の実施形態に係る映像信号処理装置の一例として、映像信号発生機能を備
えたデジタルビデオカメラについて説明する。但し、本発明は、映像信号を生成し、その
映像を出力する機能を有する任意の映像処理装置に対して適用可能である。このような装
置には、例えば、放送局やその他業務用のデジタルビデオカメラや、デジタルスチルカメ
ラ、カメラ付き携帯情報端末、カメラ付き携帯電話、各種テスト信号発生器、映像記録機
器、映像再生機器などが含まれる。
【００１３】
　まず始めに、図１は、デジタルビデオカメラ１０１、外部レコーダ１０２、伝送路１０
３、記録メディア１０４、メディアリーダ１０５、コンピュータシステム１０６を含むシ
ステムの構成例である。
【００１４】
　図１において、
　１０１はデジタルビデオカメラで、撮像部と撮像されてデジタル化されたＲＡＷデータ
を所定のフォーマットで伝送路１０３にデジタル出力可能な画像処理部を有する。
【００１５】
　１０２は外部レコーダで、伝送路１０３で伝送されてくる映像のＲＡＷデータを受信し
て記録メディア１０４に記録可能な機器である。
【００１６】
　１０３は伝送路で、ここでは、ＳＭＰＴＥ４２４とＳＭＰＴＥ４２５で規定されている
３Ｇ－ＳＤＩとする。
【００１７】
　１０４は記録メディアで、外部レコーダに接続して映像データを記録するメディアであ
る。高解像で大容量となる映像の記録に対応するために、高速アクセスが可能なＳＳＤ（
Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）を複数台ストライピングアクセスする構成で用い
られることも多い。
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【００１８】
　１０５はメディアリーダで、コンピュータシステム１０６とＵＳＢやｅＳＡＴＡ、ＳＡ
Ｓ、Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔなどの高速インタフェースで接続されることが多い。記録メ
ディア１０４を外部レコーダ１０２から取り外し、メディアリーダ１０５に取り付けてコ
ンピュータシステムから記録された映像データを読み込むことが可能となる。
【００１９】
　１０６はコンピュータシステムで、信号処理システムと記録媒体、操作系や表示部、及
び、メディアリーダ１０５を接続するためのインタフェースを備えている。一般的には、
専用のアプリケーションを実行し、メディアリーダ１０５に接続した記録メディア１０４
から映像データを読み込み、読み込んだ映像のＲＡＷデータの現像処理が可能となってい
る。例えば、現像では、ＢａｙｅｒＲＡＷデータのＲ，ＧＲ，ＧＢ，Ｂのデータを、ＲＧ
ＢのプレーンデータにＤｅｂａｙｅｒ処理（補間処理など）を実施する。補間処理には様
々なアルゴリズムがあり、その優劣により解像感やエッジ境界部の偽色発生、高輝度点周
辺の品位などに影響が出る。
【００２０】
　１０７はデジタルインタフェースで、ＵＳＢやｅＳＡＴＡ、ＳＡＳ、Ｔｈｕｎｄｅｒｂ
ｏｌｔなどが考えられる。インタフェース規格として高速であるに越したことはないが、
用いるコンピュータシステムのＣＰＵやストレージデバイスのパフォーマンスにも依存す
る。
【００２１】
　図１において、伝送路１０３はＳＭＰＴＥで規定されたフォーマットであるので、デジ
タルビデオカメラ１０１の出力フォーマット及び、それを受ける外部レコーダ１０２の入
力フォーマットは、ＳＭＰＴＥの規定のフォーマットに合わせて構成することになる。異
なる複数の伝送フォーマットに対しても、ＳＭＰＴＥの規格で規定されているＰａｙｌｏ
ａｄ　ＩＤを活用することなどで、容易に自動識別可能となっている。
【００２２】
　しかしながら、伝送フォーマットとして正しく接続・伝送できても、そこに乗せて伝送
する映像データまたは、外部レコーダで記録した映像データまたは、コンピュータシステ
ムで処理した映像データが必ずしも期待値となっていないことがあった。
【００２３】
　例えば、映像の中心が中心とならずに画角がズレてしまっていたり、階調の連続性が破
たんしていたり、期待値と異なるデータが含まれていたり、時間的に前後する映像フレー
ムのデータが混ざってしまったりするトラブルが見られた。また、ＢａｙｅｒＲＡＷデー
タの場合はＲ，Ｇｒ，Ｇｂ，Ｂの並びが異なる並びとなったり、所望フォーマットの解像
度を超える部分となりＲＡＷデータからＲＧＢやＹＣｂＣｒへの現像時に必要となる糊代
部分が付いていなかったりなどのトラブルが見られた。（注：ちなみにＢａｙｅｒ配列の
場合、２次元格子状の配列を考え、ＧｒとはＲの隣のＧで、ＧｂとはＧｒとは斜めに位置
するＧでＢの隣となる、ＲとＢは斜めに位置する関係となる。）
【００２４】
　実施例では、上記のようなトラブルを容易に発見し、期待値との整合性を取るための実
現方法として、特徴のある映像信号の生成方法を順次、説明していく。映像信号を生成す
る部分は図１のデジタルビデオカメラ１０１に含まれるので、まずは、デジタルビデオカ
メラのシステム構成の概要を、図２に示すブロック図で説明する。
【００２５】
　図２において、
　レンズ部２０１は、被写体像を撮像素子２０２の撮像面上に結像する光学系を構成し、
ユーザによるマニュアル操作を可能とするズーム機能、焦点調節機能及び、絞り調節機能
を備える。撮像素子２０２は多数の光電変換素子が２次元的に配列された構成を有し、レ
ンズ部２０１によって結像された被写体光学像を画素単位の映像信号に変換する。撮像素
子２０２は例えば、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　
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Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）イメージセンサや、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅｄ　Ｃｏｕｐｌ
ｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）イメージセンサであってよい。撮像素子２０２はまた、光電変換素
子による電荷蓄積時間を調整することによる電子シャッター機能を備える。
【００２６】
　撮像素子駆動部２０３は、カメラ信号処理部２０６が制御するタイミングに従って撮像
素子２０２を駆動制御する。ＣＤＳ／ＡＧＣ部２０４は、撮像素子２０２からのアナログ
映像信号を相関二重サンプリング（ＣＤＳ）してノイズを削減し、システム制御部２１１
の制御に従って信号レベルのゲイン制御（ＡＧＣ）を行う。Ａ／Ｄ（Ａｎａｌｏｇ　ｔｏ
Ｄｉｇｉｔａｌ）変換器２０５は、ＣＤＳ／ＡＧＣ部２０４からのアナログ映像信号をデ
ジタル映像信号に変換し、カメラ信号処理部２０６に供給する。ＣＤＳ／ＡＧＣ部２０４
は、撮像素子２０２に含まれても良い。
【００２７】
　カメラ信号処理部２０６は、システム制御部２１１と連携して、タイミング信号の生成
、自動露出（ＡｕｔｏＥｘｐｏｓｕｒｅ：ＡＥ）制御、オートフォーカス（ＡｕｔｏＦｏ
ｃｕｓ：ＡＦ）制御、ホワイトバランス調整、ガンマ調整等の各種補正処理を行う。カメ
ラ信号処理部２０６は、後述するＲＡＷデータを出力する場合は、撮像素子２０２から出
力された映像信号に対して前述したＤｅｂａｙｅｒやホワイトバランス調整、ガンマ調整
などのいわゆる現像処理を一部あるいは全部行わずに出力する。
【００２８】
　本実施形態のデジタルビデオカメラには、用途に応じた第１記憶部２０７、第２記憶部
２１６、第３記憶部２１２、第４記憶部２１９を有している。ここでは便宜上、第１記憶
部２０７をカメラ信号処理用、第２記憶部２１６をビデオ制御用、第３記憶部２１２をシ
ステム制御用、第４記憶部２１９をＣＯＤＥＣ用として個別に設けられているものとして
記載している。しかし、物理的には同じ記憶装置で実現してもよい。第１～第４記憶部２
０７，２１６，２１２，２１９は、典型的には読み書き可能な半導体メモリによって構成
されるが、少なくとも１つが他の記憶装置で構成されてもよい。
【００２９】
　第１記憶部２０７は、撮像した映像を信号処理する際のフレームメモリ等としてカメラ
信号処理部２０６が使用する。レンズ駆動部２０８はシステム制御部２１１の制御に従い
、ユーザによるマニュアル操作以外でも、レンズ部２０１の図示しないモータやアクチュ
エータなどを駆動し、ズーム倍率やフォーカス調整、露出調整を行うことが可能である。
また一方で、ユーザによるマニュアル操作時でも、レンズ位置による焦点距離や絞り開度
など情報を取得する機能も備えるものとする。レンズ駆動部２０８の制御は、システム制
御部２１１がカメラ信号処理部２０６での信号処理結果に基づいて行う。例えば、ＡＦ制
御時には、カメラ信号処理部２０６が求めたＡＦ評価値に基づいてシステム制御部２１１
がレンズ駆動部２０８を制御し、レンズ部２０１のフォーカス調整用レンズを駆動制御す
ることで、レンズ部２０１を被写体に合焦させる。
【００３０】
　マイク２１０は、周囲の音を記録する際に有効とされ、マイク２１０からの音声信号は
カメラ信号処理部２０６に供給される。例えば撮像素子２０２で撮像した映像と併せてマ
イク２１０からの音声を記録する場合、カメラ信号処理部２０６は両者の時間軸の整合を
とってビデオ信号処理部２１５に供給する。
【００３１】
　システム制御部２１１は例えばＣＰＵであり、第３記憶部２１２に記憶されたプログラ
ムを実行することにより、本実施形態のデジタルビデオカメラの動作全般を制御する。第
３記憶部２１２は、例えばＲＯＭやＲＡＭを含み、システム制御部２１１が実行するプロ
グラムや各種設定、初期値などを記憶する。また、第３記憶部２１２は、システム制御部
２１１のワークエリアとしても用いられる。
【００３２】
　入力操作部２１３は、撮影者がデジタルビデオカメラに指示を与えるためのユーザイン
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タフェースであり、キー、各種操作ボタン等の入力デバイスを備える。
【００３３】
　計時部２１４は、リアルタイムクロック（ＲＴＣ）とバックアップ電池を備え、システ
ム制御部２１１からの要求に応じて、日時情報を返信する。
【００３４】
　ビデオ信号処理部２１５は、第１表示部２２２及び第２表示部２２３への、色相、彩度
、明度の調整を含む表示制御、アナログライン出力部２２４の出力制御、デジタルデータ
Ｉ／Ｆ部２２５への出力制御および、記録／再生部２２０の制御等を行う。第１表示部２
２２及び第２表示部２２３を含む各映像出力系に対する映像信号の解像度変換や、ゼブラ
パターンの重畳などもビデオ信号処理部２１５が行う。ビデオ信号処理部２１５はさらに
、撮影情報やユーザ設定メニュー、タッチパネル操作に必要な機能ボタン表示などのＯＳ
Ｄ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）表示制御も行う。第２記憶部２１６はビデオ
制御用の記憶部で、ビデオ信号処理部２１５がビデオベースバンド信号に関する信号処理
を行う際のフレームメモリ、ワークメモリ等として使用する。
【００３５】
　動画用コーデック部２１７は、Ｈ．２６４に準拠した動画像の符号化／復号化処理を行
う動画像コーデックを行うブロックである。符号化／復号化の形式はＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉ
ｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）－２方式、Ｈ．２６５、ＨＥＶＣ
（Ｈｉｇｈ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎｇ：高効率動画像圧縮符号
化）を始め、他の形式であってよい。同様に、静止画用コーデック部２１８は、ＪＰＥＧ
（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）に準拠する静
止画像の符号化／復号化処理を行う静止画コーデックを行うブロックである。やはり符号
化／復号化の形式はＪＰＥＧ２０００やＰＮＧなど、他の形式であってよい。なお、本実
施形態では、動画用コーデック部２１７と回路を共用するためと、再生動画からの静止画
撮影機能（キャプチャ機能）を実現するため、静止画用コーデック部２１８はビデオ信号
処理部２１５に接続されている。しかし、静止画用コーデック部２１８はカメラ信号処理
部２０６に直接接続されてもよい。第４記憶部２１９はコーデック用で、動画用コーデッ
ク部２１７および静止画用コーデック部２１８が映像信号の符号化／復号化の際に用いる
。
【００３６】
　記録／再生部２２０は、ビデオ信号処理部２１５と動画用コーデック部２１７または静
止画用コーデック部２１８により、符号化処理され、記録フォーマットとして処理された
記録データを記録媒体２２１に対して記録したり、読み出したりする。なお、記録媒体２
２１はメモリカードに限定されず、ＤＶＤや更に高容量の光ディスク、ＨＤＤ、ＳＳＤな
どであっても、それぞれに応じた記録再生システムを、別途、構成可能である。
【００３７】
　第１表示部２２２及び第２表示部２２３は表示装置であり、いずれも同様の情報を表示
することができる。ここでは、第２表示部２２３は第１表示部２２２よりも小型であり、
ファインダ内に設けられているものとする。一方、第１表示部２２２は、例えば筐体の側
面などに開閉可能に設けられる比較的大型の表示装置である。システム制御部２１１、ビ
デオ信号処理部２１５と連携して、画面上に表示される操作メニューなどを選択操作する
ためのタッチパネルなどを備えることも可能である。
【００３８】
　これら第１及び第２表示部２２２及び２２３には、撮像モードでは撮像素子２０２から
の入力映像や拡大映像に加え、撮影アスペクト枠表示などの補助表示が表示される。撮像
素子２０２からの入力映像を順次表示することで、第１及び第２表示部２２２及び２２３
は電子ビューファインダ（ＥＶＦ）として機能する。
【００３９】
　一方、再生モード時、第１及び第２表示部２２２及び２２３には、記録媒体２２１に記
録されている動画像や静止画像が表示される。また、入力操作部２１３からの撮影者によ
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る入力操作情報や、記録媒体２２１のメモリカード内の任意の画像情報（撮影情報）など
を表示することも可能である。
【００４０】
　アナログライン出力部２２４は、アナログコンポーネント映像の出力や、Ｓ端子出力、
コンポジット映像出力などのインタフェース群である。アナログライン出力部２２４を外
部モニタ等に接続して、本デジタルビデオカメラからの映像出力を外部モニタに表示する
ことができる。
【００４１】
　デジタルデータＩ／Ｆ部２２５は、ＵＳＢやＳＤＩ、ＨＤＭＩ（登録商標）などのデジ
タルインタフェースを任意に、含むことができる。ここでは、３Ｇ－ＳＤＩ出力端子を複
数、備えるものとする。
【００４２】
　次いで、上記カメラ信号処理部２０６からのテスト映像信号の出力フォーマット例を、
図３を用いて説明する。ここでのテスト映像信号発生部は、カメラ信号処理部２０６内に
他の機能と共に含まれているものとする。
【００４３】
　図３のように、カメラ信号処理部２０６から出力されるＲＡＷデータは、所定のフォー
マット、本実施形態ではＢａｙｅｒＲＧＢ配列のセンサ画素配列に基づいている。すなわ
ち、図３中左上に示すような、Ｒ、Ｇｒ、Ｇｂ、Ｂの４画素の組み合わせが繰り返される
２次元の配列とし、テスト映像信号のフォーマット（画素配列）は以下の内容となってい
る。
・有効画素：水平（画素）ｘ　垂直（ライン）＝４０９６ｘ２１６０
・スキャン方向：水平ライン
・スタート基準：画角の左上からＲスタート
・諧調：１０ｂｉｔ
・レンジ：１０進数で、０～１０２３
【００４４】
　但し、ここでのレンジは説明の簡略化のためＳＭＰＴＥの伝送レンジは無視している。
・繰り返しパターン間の挿入画素数：１画素
・挿入画素の値：前後画素の中点（小数点以下切捨て）
・ライン間のデータシフト量：１画素左方向
　上記のように構成することにより、図３の１ライン目から見ていくと、
Ｒ，Ｇｒ，Ｒ，Ｇｒ…＝０，１，２，３…
から始まって、
…Ｒ，Ｇｒ，Ｒ，Ｇｒ＝１０２０，１０２１，１０２２，１０２３
で１つのパターンが構成されている。すなわち、本実施形態のテスト映像信号は、テスト
映像信号の映像の任意の方向に対して、所定レンジ内の信号値を網羅するように各画素の
信号値が構成され、テスト映像信号の映像の任意の方向に対して繰り返しパターンを有し
ている。
【００４５】
　次のＲは、０とせずに、１画素、５１１（１０２３と０の中点）を挿入することで、常
にＲ画素が０，２，４…の偶数とならないようにしている。すなわち、本実施形態のテス
ト映像信号は、繰り返しパターン中の所定の箇所に、当該繰り返しパターンの規則性から
外れた信号が挿入されている。
【００４６】
　また、挿入画素に中点を用いることで信号の連続性を滑らかにして、マスタモニタ等で
の表示観測の際の信号の過渡応答の発生を減少させる意図も含んでいる。水平画素数が４
０９６画素なので、０～１０２３のランプ信号と、挿入画素の１画素を合わせた１０２５
画素の繰り返しは、３回分入り、最後の０からスタートしたランプ信号は、１０２０まで
の１０２１画素となる。
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（１０２４＋１）ｘ３＋１０２１＝４０９６画素
【００４７】
　次いで、図３の２ライン目を見ていくと、１ライン目から１画素左方向にシフトしたパ
ターンとなっている。ＢａｙｅｒＲＧＢ配列なので、１ライン目がＲスタートの場合、２
ライン目は、Ｇｂスタートで、
Ｇｂ，Ｂ，Ｇｂ，Ｂ…＝１，２，３，４…
となる。後は、順次、１ライン毎に１画素左方向にシフトした（繰り返しパターンの位相
が異なる）パターンを考えている。
【００４８】
　この様にすることで、垂直方向を見て行くと、例えば図３の左端の画素は、
Ｒ，Ｇｂ，Ｒ，Ｇｂ…＝０，１，２，３…
から始まって、
…Ｒ，Ｇｂ，Ｒ，Ｇｂ＝…１０２０，１０２１，１０２２，１０２３
で１つのパターンが構成される。すなわち、本実施形態のテスト映像信号は、空間的また
は時間的に隣接する該繰り返しパターンは互いに位相が異なる。
【００４９】
　また、垂直方向についても、１画素、５１１が挿入されることになり、垂直ライン数が
２１６０なので、水平ライン同様、垂直方向で見ても０～１０２３のランプ信号と、挿入
画素の１画素を合わせた１０２５画素の繰り返しが、２回分入る。すなわち、最後の０か
らスタートしたランプ信号は、１０９までの１１０画素となる。
（１０２４＋１）ｘ２＋１１０＝２１６０画素
【００５０】
　このように構成することで、図３を見ても判るように、有効画素の上端と下端、及び、
左端と右端では、信号パターンが異なるようになり、かつ、端面の画素だけでなく、内側
に連続した画素も周期をもって変化していくことになる。これにより、画像端面の画素欠
落や意図しないホールドがないことや、信号処理タイミングのずれで起こりがちなデータ
の回り込みがないこと、逆に、不具合があれば、容易に確認できるテスト映像信号となっ
ている。
【００５１】
　また、パターンの連続性が乱れなければ、図３の十字で示している画角中心についても
、スタート画素が正しいことで保証されることになる。
【００５２】
　更に、水平方向または垂直方向で見ても、画素色により異なるデータパターンをとるた
め、画素色の取り違いや位相シフトが無い。逆に、不具合があれば、斜めにスラントする
ランプ信号のエッジ部分に色が付くなど、容易に確認できるテスト映像信号となっている
。
【００５３】
　画素並びの偶数位置と奇数位置に着目した場合でも、データとして偶数、奇数が固定さ
れずに変化するので、アドレス接続や制御の不備なども容易に確認できるテスト映像信号
となっている。
【００５４】
　繰り返しパターンとして、レンジ０～１０２３のステップ１の単調増加パターンで説明
しているが、単調減少や、０～５１１・１０２３～５１２などの変化パターンでも構わな
い。テスト映像信号が、コンピュータシステムなどによるデジタルコンペアを前提として
いて、目視などで大きな破綻を見つけやすくする意図がない場合は、レンジ内のランダム
パターンなどでも一致は取れる。
【００５５】
　次に、テスト映像信号生成回路の構成ブロック例を図５に示す。本実施形態では、シス
テム制御部２１１とカメラ信号処理部２０６の一部で構成される。映像の同期信号からタ
イミング制御される各種カウンタと、カウンタ値から演算処理によりＲ，Ｇｒ，Ｇｂ，Ｂ
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を生成し、Ｂａｙｅｒ配列のテスト映像信号を生成するものである。
【００５６】
　５０１はラインカウンタで、映像のライン数をカウントする。ラインカウンタの値は後
段のピクセル数をカウントするピクセルカウンタ５０３に渡す。このラインカウンタ値を
もとに、後段のピクセルカウンタ５０３の各ラインでの初期値を決めて、映像左端のスタ
ート画素の値を制御する。
【００５７】
　５０２はタイミング制御回路で、映像信号の垂直同期信号や水平同期信号、クロックな
どを受けて、ラインカウンタ５０１やピクセルカウンタ５０３を制御する。
【００５８】
　５０３はピクセルカウンタで、各ラインの画素クロックを基準にカウントアップする。
ラインカウンタ５０１からのラインカウンタ値を受けて、ピクセルカウンタの初期値を決
め、ピクセルカウンタの値は後段の画素演算回路５０４に渡す。
【００５９】
　５０４は画素演算回路で、ＢａｙｅｒＲＧＢの構成画素、Ｒ，Ｇｒ，Ｇｂ，Ｂの各画素
を図３で説明したような配列として並べてテスト映像信号を生成する。
【００６０】
　システム制御部２１１は、タイミング制御回路５０２の動作を制御して、ラインカウン
タ５０１やピクセルカウンタ５０３のカウントステップなどを調整したり、初期値を変更
したりする。更に、カウントレンジを決めたり、レンジ境界や任意の位置に挿入するデー
タの数やデータの値を制御したりする。また、画素演算回路５０４で、演算することで生
成するＢａｙｅｒＲＧＢの構成画素、Ｒ，Ｇｒ，Ｇｂ，Ｂの各画素の演算アルゴリズムを
制御する。なお、図５に示すハードウェアの一部あるいは全部をソフトウェア処理によっ
て実現してテスト映像信号を生成しても構わない。
【００６１】
　一方、図３のテスト映像信号データをＳＤＩを通じて送るときの処理の概念を図４に示
す。図４で示すように有効解像度４０９６ｘ２１６０のＢａｙｅｒ　ＲＧｒＧｂＢの各画
素１０ｂｉｔのＲＡＷデータを、色画素毎に見ると、Ｒ，Ｇｒ、Ｇｂ，Ｂはそれぞれ２０
４８ｘ１０８０になる。これをＳＭＰＴＥ　ＳＴ　４２５－１　Ｌｅｂｅｌ　ＢのＲＧＢ
＋Ａの伝送規格にＲ→Ｒ、Ｇｒ→Ａ、Ｇｂ→Ｇ、Ｂ→Ｂに当てはめることで、伝送可能と
なっている。このＳＤＩで伝送される映像データを外部レコーダで受信し、記録媒体に記
録する。記録メディアからメディアリーダを介してコンピュータシステム等で読み出した
データを、Ｂａｙｅｒ　ＲＧｒＧｂＢに再構成し、必要に応じて、現像処理等を実施する
。この、再構成されるＢａｙｅｒ　ＲＧｒＧｂＢが、デジタルビデオカメラから意図して
出力されるフォーマットと一致することが重要である。その検証のためにテスト映像信号
出力機能を本実施形態では実現している。また、ＳＤＩ伝送路を汎用のマスタモニタなど
に接続すると、ＲＧＢ（ＲＧｂＢ）の映像データとしては目視可能である。大きな不具合
や破たんは、規則的なパターンのテスト映像信号となっているので、比較的容易に発見可
能となっている。ここでは詳細に記載していないが、ＧｂとＧｒを入れ替える仕組みを用
意しておくことで、目視レベルでもＢａｙｅｒ　ＲＧｒＧｂＢ全ての色画素の伝送状態を
確認可能である。
【００６２】
　目視だけでなく、外部レコーダ内またはコンピュータシステム上で、再構成されたＢａ
ｙｅｒ　ＲＧｒＧｂＢを、別途用意した、期待値として作ったリファレンスデータとコン
ペア（比較）処理することで、詳細かつ確度の高い一致検証作業が実現可能である。
【００６３】
　これまで説明したように本実施形態によれば、本実施例でのテスト映像信号を用いるこ
とで、画角や画素配列に関連する代表的な不具合として、
ａ．映像中心がずれていないか
ｂ．映像の左右に欠落がないか、意図しないホールドがないか
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ｃ．映像の上下に欠落がないか、意図しないホールドがないか
ｄ．映像の左右に回り込みがないか
ｅ．映像の上下に回り込みがないか
ｆ．画素構成色の間での取り違いや位相シフトはないか
ｇ．偶数画素、奇数画素による期待値の違いはないか
などを確認できる。
【００６４】
　即ち本実施例のテスト映像信号の構成ポイントとしては、上記のａ～ｆを確認すること
に対応して、
ａ：画像中心が一意に決まる（規則的な）並びでデータが構成されていること
ｂ、ｄ：映像の左端、右端でデータの並びが異なること
ｃ、ｅ：映像の上端、下端でデータの並びが異なること
ｆ：信号処理上の画素構成色（Ｂａｙｅｒ　ＲＧＢであれば、Ｒ，Ｇｒ，Ｇｂ，Ｂ）間で
のデータ配列が異なること
ｇ：任意の領域内で、隣接する偶数画素、奇数画素のデータが異なること
を念頭に置いている。
【００６５】
　以上の通り、本実施形態では、検証に適したユニークなテスト映像信号を実現する。こ
れにより、デジタルビデオカメラ、外部レコーダ、コンピュータシステム各部での映像デ
ータが期待値となっていることを、目視やデータのコンペアにより、フォーマット整合性
として容易に確度高く確認することが可能となる。
【００６６】
　＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態が第１の実施形態と異な
る点は、テスト映像信号の構成として留意している検証項目が、階調やレンジに関連する
点である。
【００６７】
　第１の実施形態同様に、図２のデジタルビデオカメラからのテスト映像信号の出力フォ
ーマット例を、図６を用いて説明する。
【００６８】
　図６において、
　ＲＡＷデータは、同様に、ＢａｙｅｒＲＧＢ配列のセンサ画素配列に基づいており、フ
ォーマットは以下の内容となっている。
・有効画素：水平（画素）ｘ　垂直（ライン）＝４０９６ｘ２１６０
・スキャン方向：水平ライン
・スタート基準：画角の左上からＲスタート
・諧調：１０ｂｉｔ
・レンジ：１０進数で、４～１０１９
【００６９】
　ここでのレンジについては、ＳＭＰＴＥの伝送レンジを考慮し、１０ｂｉｔの場合のエ
ンベデッドシンクコード（禁止コード）を除いて伝送レンジ内の信号値を網羅するような
レンジとなっている。
・繰り返しパターン間の挿入画素数：１画素
・挿入画素の値：前後画素の中点（小数点以下切捨て）
・ライン間のデータシフト量：１画素左方向
【００７０】
　第１の実施例の図３の場合とテスト映像信号がとりうるレンジが異なっているが、繰り
返しパターンの規則性の考え方は同様である。ここでの着目点は、階調とレンジに関し、
伝送線路で取りうる映像信号の信号レベルとして全ての値を網羅し、繰り返しパターンと
して連続的に変化している点である。
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【００７１】
　これまで説明したように本実施形態によれば、本実施例でのテスト映像信号を用いるこ
とで、階調やレンジに関連する代表的な不具合として、
ｈ．レンジ内で階調が保たれているか
ｉ．レンジオーバーや期待しないクリップが起きていないか
などを確認できる。
【００７２】
　即ち本実施例のテスト映像信号の構成ポイントとしては、上記のｈ～ｉを確認すること
に対応して、
ｈ：任意のレンジ内で階調が網羅的に変化すること
ｉ：階調が連続的に変化すること
を念頭に置いている。
【００７３】
　以上の通り、本実施形態では、検証に適したユニークなテスト映像信号を実現する。こ
れにより、デジタルビデオカメラ、外部レコーダ、コンピュータシステム各部での映像デ
ータが期待値となっていることを、目視やデータのコンペアにより、フォーマット整合性
として容易に確度高く確認することが可能となる。
【００７４】
　＜第３の実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。本実施形態が第１、第２の実施形態
と異なる点は、テスト映像信号の構成として留意している検証項目が、ノイズやマスクに
関連する点である。
【００７５】
　第１、第２の実施形態同様に、図２のデジタルビデオカメラからのテスト映像信号の出
力フォーマット例を、図７を用いて説明する。
【００７６】
　図７において、第２の実施形態の図６との違いは、４～１０１９のランプ信号をとる中
で、例えば、１ライン目のＲ，Ｇｒのラインで見た場合、符号７０１はＲ画素で、値とし
て１０１９である。これは、Ｒ画素に注目すると値として４、６～５０８、５１０、５１
２、５１４～１０１８と変化する中の、５１０と５１２の間に、１０１９を挿入している
。これにより、変化の特異点を生成している。
【００７７】
　符号７０２はＧｒ画素で、値として０である。これは、Ｇｒ画素に注目すると値として
５、７～５０９、５１１、５１３、５１５～１０１９と変化する中の、５１１と５１３の
間に、０を挿入している。これにより、変化の特異点を生成している。
【００７８】
　上記は、Ｒ画素が偶数で始まった場合の繰り返しパターンでの説明だが、Ｇｒ画素が偶
数で始まった場合も、Ｒ画素とＧｒ画素を置き換えて考えれば同様である。更にＧｂ，Ｂ
のラインについても同様の考え方である。映像信号の座標上で滑らかに値が変化する中で
急激に値が変化する特異点の挿入位置は、上記に限らず任意の場所でも構わない。レベル
差としても任意の値を選択してかまわない。目視レベルでノイズと混同しないように、単
一または、規則性を持った繰り返し配置の方が好ましいと考えられる。
【００７９】
　これまで説明したように本実施形態によれば、本実施例でのテスト映像信号を用いるこ
とで、ノイズやマスクに関連する代表的な不具合として、
ｊ．テスト信号としての期待値外のデータが含まれていないか
ｋ．信号フィルタやリミッタにより消えてしまうデータがないか
などを確認できる。
【００８０】
　即ち本実施例のテスト映像信号の構成ポイントとしては、上記のｊ～ｋを確認すること
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に対応して、
ｊ：予め定めた点以外で、連続的に滑らかに変化するデータ配列の範囲で前後あるいは左
右のデータの規則性から外れた特異点（ノイズ）が存在しないこと
ｋ：テスト映像信号に意図的に予め含ませた（定めた）特異点がそのまま存在すること
を念頭に置いている。
【００８１】
　以上の通り、本実施形態では、検証に適したユニークなテスト映像信号を実現する。こ
れにより、デジタルビデオカメラ、外部レコーダ、コンピュータシステム各部での映像デ
ータが期待値となっていることを、目視やデータのコンペアにより、フォーマット整合性
として容易に確度高く確認することが可能となる。
【００８２】
　＜第４の実施形態＞
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。本実施形態が第１～第３の実施形態
と異なる点は、テスト映像信号の構成として留意している検証項目が、フレーム独立に関
連する点である。
【００８３】
　第１～第３の実施形態同様に、図２のデジタルビデオカメラからのテスト映像信号の出
力フォーマット例を、図８を用いて説明する。
【００８４】
　図８において、第２の実施形態の図６と異なるのは、スタート画素のＲ画素の値が、図
６では“４”で、図８では“５”である点である。これにより、図６に対して、図８のテ
スト映像信号は、１画素左にずれて、左端の１画素が無くなり、右端に繰り返しパターン
の連続性を保った値が付いた形となっている。ここで、連続する複数フレームのテスト映
像信号について、順次フレーム毎に、スタート画素の値を１ずつインクリメントし、レン
ジ上限に来たら、レンジ下限に戻るような動きを加えることで、フレーム間で差分のある
テスト映像信号とすることができる。
【００８５】
　これまで説明したように本実施形態によれば、本実施例でのテスト映像信号を用いるこ
とで、フレーム独立に関連する代表的な不具合として、
ｍ．前後のフレームのデータが混在していないか
などを確認できる。
【００８６】
　即ち本実施例のテスト映像信号の構成ポイントとしては、上記のｍを確認することに対
応して、
ｍ：少なくとも前後のフレームで構成する信号配列に差異があること
を念頭に置いている。
【００８７】
　以上の通り、本実施形態では、検証に適したユニークなテスト映像信号を実現する。こ
れにより、デジタルビデオカメラ、外部レコーダ、コンピュータシステム各部での映像デ
ータが期待値となっていることを、目視やデータのコンペアにより、フォーマット整合性
として容易に確度高く確認することが可能となる。
【００８８】
　＜第５の実施形態＞
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。本実施形態が第１～第４の実施形態
と異なる点は、テスト映像信号の構成として留意している検証項目が、映像データの制御
に関連する点である。
【００８９】
　第１～第４の実施形態同様に、図２のデジタルビデオカメラからのテスト映像信号の出
力フォーマット例を、図９を用いて説明する。
【００９０】
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　図９において、符号９Ａは第１の実施形態の図３の上部のテスト映像信号のデータ並び
である。これに対して、符号９Ｂは、デジタルビデオカメラの撮影モードで、映像の左右
を反転させた場合のテスト映像信号の出力状態を表している。左右反転となるので、例え
ば符号９Ａの図中四角の線で囲った左端上部のＢａｙｅｒ　４画素を見ると、伝送路上は
符号９Ｂの左右反転状態では図中四角の線で囲った右端上部のＢａｙｅｒ　４画素の部分
に来ることになる。
【００９１】
　同様に上下反転した時を考えると、符号９Ｃは第１の実施形態の図３の下部のテスト映
像信号のデータ並びである。これに対して、符号９Ｄは、デジタルビデオカメラの撮影モ
ードで、映像の上下を反転させた場合のテスト映像信号の出力状態を表している。上下反
転となるので、例えば符号９Ｃの図中四角の線で囲った左端下部のＢａｙｅｒ　４画素を
見ると、伝送路上は符号９Ｄの上下反転状態では図中四角の線で囲った左端上部のＢａｙ
ｅｒ　４画素の部分に来ることになる。
【００９２】
　更に、左右及び上下反転した時を考えると、符号９Ｅは、デジタルビデオカメラの撮影
モードで、映像の左右及び上下を反転させた場合のテスト映像信号の出力状態を表してい
る。左右及び上下反転となるので、例えば符号９Ｃの図中四角の線で囲った左端下部のＢ
ａｙｅｒ　４画素を見ると、伝送路上は符号９Ｅの左右及び上下反転状態では図中四角の
線で囲った右端上部のＢａｙｅｒ　４画素の部分に来ることになる。
【００９３】
　ここで、左右反転や上下反転、また、左右上下反転は、主に、３Ｄ撮影の時などに使用
される撮影モードであるが、カメラの撮影状態を外部レコーダまたはコンピュータシステ
ムに撮影メタ情報などを通じて伝える仕組みを利用するか、手動により設定する。ここで
、Ｂａｙｅｒ　Ｒ，Ｇｒ，Ｇｂ，Ｂの有効画素の先頭画素は、本実施例の通常撮影ではＲ
画素である。これに対し、左右反転撮影では有効画素の先頭画素はＧｒとなるように外部
レコーダまたはコンピュータシステムで信号処理する必要がある。即ち、有効画素の先頭
画素の扱いを上記のように変更しないと、Ｂａｙｅｒ配列であるので、符号９Ａを単純に
左右反転した形とはならず、符号９Ｂに示すように左右方向にずれた並びとなってしまう
。同様の考え方で、上下反転撮影時は先頭画素をＧｂ画素に、上下・左右反転撮影時は先
頭画素をＢ画素に変更して外部レコーダまたはコンピュータシステム上でＢａｙｅｒ　Ｒ
，Ｇｒ，Ｇｂ，Ｂの並び処理を行う必要がある。
【００９４】
　一方、ワークフローを考えた場合、Ｂａｙｅｒデータを現像する際に、現像後の有効画
角以上の周辺画素が存在した方が、有効画角の外周の現像品質が確保できるので、有効画
角外のデータを使用することがある。例えば、ＳＭＰＴＥで規定されている画角以上のデ
ータを、ＳＤＩのアンシラリ領域にデータとして重畳して送る場合にも、ここでのテスト
映像信号は有効に活用可能である。有効画角の外周部分（糊代部分）も含めて、データの
パターンを構成することで（不図示）、外部レコーダまたはコンピュータシステム上で再
構成したＢａｙｅｒ　ＲＧｒＧｂＢのフォーマットの整合性が容易に確認できる。
【００９５】
　これまで説明したように本実施形態によれば、本実施例でのテスト映像信号を用いるこ
とで、映像データの制御に関連する代表的な不具合として、
ｎ．有効画素の先頭画素の扱いは正しいか（スキャン方向変更に伴い変動）
ｐ．基準画角外の周辺画素（糊代）が正しく付いているか
などを確認できる。
【００９６】
　即ち本実施例のテスト映像信号の構成ポイントとしては、上記のｎ、ｐを確認すること
に対応して、
ｎ：第１の実施形態の項目ｆと同様。信号処理上の画素構成色（Ｂａｙｅｒ　ＲＧＢであ
れば、Ｒ，Ｇｒ，Ｇｂ，Ｂ）間でのデータ配列が異なること及び、（左右反転、上下反転
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、左右上下反転により正対画像が変化することが分かるように）左右、上下非対称のデー
タ並びとなること
ｐ：（ＳＭＰＴＥなどの規格で規定されている）基準画角外の周辺画素について、連続性
を持ったデータであること
を念頭に置いている。
【００９７】
　以上の通り、本実施形態では、検証に適したユニークなテスト映像信号を実現する。こ
れにより、デジタルビデオカメラ、外部レコーダ、コンピュータシステム各部での映像デ
ータが期待値となっていることを、目視やデータのコンペアにより、フォーマット整合性
として容易に確度高く確認することが可能となる。
【００９８】
　＜第６の実施形態＞
　次に、本発明の第６の実施形態について説明する。本実施形態が第１～第５の実施形態
と異なる点は、テスト映像信号の構成として留意している検証項目が、映像信号の制御情
報の１つである歩進に関連する点である。
【００９９】
　第１～第５の実施形態同様に、図２のデジタルビデオカメラからのテスト映像信号の出
力フォーマット例を、図１０を用いて説明する。
【０１００】
　図１０において、１００１は、テストデータの画角を表す枠である。１００２～１０１
０はＳＭＰＴＥ　１２Ｍで規定されている（ＳＤＩに重畳する）タイムコードと連動した
指標で、タイムコードのフレーム番号の１桁目と連動して画像と置き換えたものである。
タイムコードのフレーム番号の１桁目が０の場合、１００２～１０１０の指標は重畳され
ず、１桁目が１の場合、１００２が重畳され、１桁目が２の場合、１００２と１００３が
重畳され、順次、１桁目の数に応じて１００２～１０１０が重畳される。ここで、各フレ
ームに重畳される、タイムコードと連動した指標は、タイムコードに応じた座標に当該指
標が重畳されているところにも意味がある。ユーザはこれにより、目視においても、評価
ツールを用いたデジタルコンペアにおいても、現在のフレームに対応するタイムコードの
確認やタイムコードの連続性の確認が直感的に行える。
【０１０１】
　同様に、１０１１と１０１２はタイムコードと連動した指標で、タイムコードのフレー
ム番号の２桁目と連動して画像と置き換えたものである。タイムコードのフレーム番号の
２桁目が０の場合、１０１１と１０１２の指標は重畳されず、２桁目が１の場合、１０１
１が重畳され、２桁目が２の場合、１０１１と１０１２の指標が重畳される。
【０１０２】
　１０１３もタイムコードと連動した指標であるが、タイムコードのフレーム番号で、０
～２９の２９を超えた場合に、フレーム０の１番目、フレーム０の２番目と言う形で、実
質的に０～５９を数えるときに使用するフレームフラグの状態を表す指標である。フレー
ムフラグが０の場合は重畳されず、フレームフラグが１の場合に１０１３の指標が重畳さ
れる。
【０１０３】
　ここでのテスト映像信号の生成回路の構成としては、第１の実施形態の図５と同様で、
システム制御部２１１からの制御においてタイムコードを基準に、１００２～１０１０の
表示を画素演算回路５０４で制御する。表示位置はピクセルカウンタ５０３のカウンタ値
から映像に重畳する水平位置を決める。１０１１～１０１３の表示についても同様で、シ
ステム制御部２１１からの制御においてタイムコードとフィールドフラグを基準に、表示
位置はラインカウンタ５０１のカウンタ値から映像に重畳する垂直位置を決める。フィー
ルドフラグとは、タイムコードの２９を超えるカウントを補助するＳＭＰＴＥ　１２Ｍ　
記載のｆｉｅｌｄ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｆｌａｇである。
【０１０４】
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　テスト映像信号の映像そのものにタイムコードと連動するデータが付与されているので
、マスタモニタ上などでのタイムコードなどのアンシラリ情報を基にした単なるＯＳＤ重
畳する仕様とは異なる。本実施形態のテスト映像信号では、カメラの映像出力データとし
ての確実なフレーム歩進状態とタイムコードとの連動性を確認できる。
【０１０５】
　これまで説明したように本実施形態によれば、本実施例でのテスト映像信号を用いるこ
とで、歩進に関連する代表的な不具合として、
ｑ．映像が時間軸で正しく更新されているか（前後フレームでのデータの入れ替わりがな
いか）
ｒ．タイムコードと映像が期待通り同調しているか
などを確認できる。
【０１０６】
　即ち本実施例のテスト映像信号の構成ポイントとしては、上記のｑ～ｒを確認すること
に対応して、
ｑ、ｒ：テスト映像信号に付帯されているタイムコードに対応して変化する指標がテスト
映像信号の映像に重畳されている
を念頭に置いている。
【０１０７】
　以上の通り、本実施形態では、検証に適したユニークなテスト映像信号を実現する。こ
れにより、デジタルビデオカメラ、外部レコーダ、コンピュータシステム各部での映像デ
ータが期待値となっていることを、目視やデータのコンペアにより、フォーマット整合性
として容易に確度高く確認することが可能となる。
【０１０８】
　＜第７の実施形態＞
　次に、本発明の第７の実施形態について説明する。本実施形態が第１～第６の実施形態
と異なる点は、テスト映像信号の構成として留意している検証項目が、映像信号の制御情
報であるバリッドフラグとスタート／ストップフラグに関連する点である。
【０１０９】
　第１～第６の実施形態同様に、図２のデジタルビデオカメラからのテスト映像信号の出
力フォーマット例を、図１１を用いて説明する。
【０１１０】
　図１１において、
　１１０１はバリッドフラグに連動した指標で、有効映像か無効映像かを示すユーザ定義
のバリッドフラグの状態に合わせて重畳する。バリッドフラグとは、例えば２４ｐを３０
ｐに２・３プルダウンした映像データの２４ｐとしての有効フレームを表したり、バリア
ブルフレームレート時の有効フレームを表したりするフラグのことである。有効映像の際
にバリッドフラグを０とすると、０の時には１１０１の指標は重畳されず、１の時には１
１０１の指標を重畳する。外部レコーダで無駄な映像を記録しない様にバリッドフラグに
よる制御で、有効映像のみを記録するようになっているかどうかを容易に確認できる。す
なわち、１１０１の指標が記録データに含まれていたら、制御に不備があることになる。
【０１１１】
　１１０２は外部レコーダの記録開始（記録中）および記録停止（記録待機）を制御する
アンシラリ情報のＲｅｃ　Ｓｔａｒｔ／Ｓｔｏｐフラグに連動した指標である。例えば記
録開始（記録中）には１１０２の指標が重畳され、記録停止時（記録待機時）には１１０
２の指標は重畳されない。
【０１１２】
　ここでのテスト映像信号の生成回路の構成としては、第１の実施形態の図５と同様で、
システム制御部２１１からの制御において映像管理に同期したバリッドフラグを基準に、
１１０１の表示を画素演算回路部で制御する。表示位置はピクセルカウンタ５０３のカウ
ンタ値から映像に重畳する水平位置を決める。また、システム制御部２１１からの制御に
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おいて、アンシラリ情報のＲｅｃ　Ｓｔａｒｔ／Ｓｔｏｐフラグに連動して、１１０２の
表示を画素演算回路部で制御する。表示位置はピクセルカウンタ５０３のカウンタ値から
映像に重畳する水平位置を決める。
【０１１３】
　これまで説明したように本実施形態によれば、本実施例でのテスト映像信号を用いるこ
とで、映像制御に関連する代表的な不具合として、
ｓ．バリッドフラグ制御により映像が正しく記録されているか
ｔ．スタート／ストップフラグ制御により映像が正しく記録されているか
などを確認できる。
【０１１４】
　即ち本実施例のテスト映像信号の構成ポイントとしては、上記のｓ～ｔを確認すること
に対応して、
ｓ：アンシラリデータ情報と連動して、有効映像または無効映像を識別するデータをテス
ト映像信号の映像に付加すること
ｔ：アンシラリデータ情報と連動して、記録中または記録待機中を識別するデータをテス
ト映像信号の映像に付加すること
を念頭に置いている。
【０１１５】
　以上の通り、本実施形態では、検証に適したユニークなテスト映像信号を実現する。こ
れにより、デジタルビデオカメラ、外部レコーダ、コンピュータシステム各部での映像デ
ータが期待値となっていることを、目視やデータのコンペアにより、フォーマット整合性
として容易に確度高く確認することが可能となる。
【０１１６】
　図１２に上記各実施形態におけるテスト映像信号を活用した検証ワークフロー例を示す
。各フローはデジタルビデオカメラ１０１、マスタモニタ／波形モニタ、外部レコーダ１
０２、コンピュータシステム１０６のいずれかで動作する。
【０１１７】
　Ｓ１２０１から検証操作フロー開始とする。
【０１１８】
　Ｓ１２０２では、デジタルビデオカメラ１０１のシステム制御部２１１が、撮影モード
の選択を受け付ける。撮像素子からの撮影データを出力するノーマルモードか、テスト映
像信号データを出力するモードの選択となる。本実施例においては、テスト映像信号デー
タ出力のテストモードが選択したものとして以下説明するが、ノーマルモードである場合
でも、以下の各ステップを同様に踏む。ただし、Ｓ１２１５、Ｓ１２１６のデジタルコン
ペアの比較、結果表示のステップは、テスト映像信号向けのステップである。
【０１１９】
　Ｓ１２０３では、デジタルビデオカメラ１０１のシステム制御部２１１が、スキャンモ
ードの選択を受け付ける。映像を反転操作せずにそのまま出力するか、左右反転して出力
するか、上下反転して出力するか、左右および上下反転して出力するかを選択する。
【０１２０】
　Ｓ１２０４では、デジタルビデオカメラ１０１のシステム制御部２１１が、映像信号の
フレームレート（ｆｐｓ）の選択を受け付ける。２３．９８ｆｐｓ／２４．００ｆｐｓ／
２９．９７ｆｐｓ／２５．００ｆｐｓ／５０．００ｆｐｓ／５９．９４ｆｐｓ／６０．０
０ｆｐｓなど、使用目的に応じて選択可能である。
【０１２１】
　Ｓ１２０５では、デジタルビデオカメラ１０１のシステム制御部２１１が、デジタルビ
デオカメラ１０１のバリアブルフレームレートの選択を受け付ける。
【０１２２】
　デフォルトでは、Ｓ１２０４で選択したフレームレートでの撮影である。
【０１２３】
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　デジタルビデオカメラ１０１から出力する映像信号において、バリアブルフレームレー
トで設定したフレームレートに相当するタイミングの有効な映像フレームと、それ以外の
無効な映像フレームを区別するためバリッドフラグ（有効フラグ）を取り決める。そして
、ＳＤＩなどの伝送路ではアンシラリ情報として映像に付加して、受信側の外部レコーダ
などでは、そのバリッドフラグを検出する仕組みを設けておき有効な映像フレームのみを
記録メディアに記録する仕組みとなっている。
【０１２４】
　ちなみに、上記Ｓ１２０２～Ｓ１２０５で選択を受け付ける撮影モード、スキャンモー
ド、フレームレート、バリアブルフレームレートは、ユーザからの操作によって選択され
ていても良い。また、撮影モード、スキャンモード、フレームレート、バリアブルフレー
ムレートは、撮影条件、画像解析等によってデジタルビデオカメラ１０１によって自動で
選択されていても良い。
【０１２５】
　Ｓ１２０６ではテスト映像信号を生成またはメモリ（例えば第１記憶部２０７）から読
出し、第１記憶部２０７のノーマルモードにおける撮像素子２０２からのＲＡＷデータを
記憶しておくフレームメモリの領域に記憶する。このフレームメモリの領域に置くことで
、ノーマルモード時の映像信号と同様に、Ｓ１２０３で選択されるスキャンモードに応じ
た読出しの反転などにも対応が可能になる。その後、テスト映像信号は伝送規格に準拠す
る形式に変換する。本実施形態では、撮像素子２０２からの出力映像信号の形式であるＢ
ａｙｅｒ　Ｒ，Ｇｒ，Ｇｂ，Ｂをなすテスト映像信号を生成あるいはメモリから読出し、
ＳＤＩ伝送路のＲＧＢ＋Ａに乗せて伝送するために図４に示したような形式変換の変換処
理を行う。
【０１２６】
　Ｓ１２０７ではデジタルビデオカメラ１０１の撮影開始ボタンが操作され、バリッドフ
ラグなどと同様に、ＳＤＩなどの伝送路ではユーザ定義のアンシラリ情報として記録開始
／停止フラグを映像に付加する。受信側の外部レコーダなどでは、その記録開始／停止フ
ラグを検出する仕組みを設けておき記録メディアへの映像記録を制御する仕組みとなって
いる。
【０１２７】
　Ｓ１２０８ではデジタルビデオカメラ１０１からの出力をＳＤＩの伝送路１０３を通じ
てマスタモニタや波形モニタなどに表示できる。そうすると、外部レコーダ１０２に出力
される映像信号の状態を確認できる。
【０１２８】
　Ｓ１２０９では外部レコーダ１０２でデジタルビデオカメラ１０１からの出力映像をＳ
ＤＩの伝送路１０３を通じて受信して、記録メディア１０４への映像記録を制御する。
【０１２９】
　Ｓ１２１０では外部レコーダ１０２が外部レコーダ１０２から記録メディア１０４を取
出すための例えばユーザからの記録メディア取り出し動作を受け付け、記録メディア１０
４を排出する。
【０１３０】
　Ｓ１２１１ではメディアリーダ１０５が、記録メディア１０４の挿入を受け付ける。
【０１３１】
　Ｓ１２１２ではコンピュータシステム１０６が、接続されたメディアリーダ１０５内の
記録メディア１０４に記録された映像データを読み込む。
【０１３２】
　Ｓ１２１３ではコンピュータシステム１０６が、読み込んだ映像データをＢａｙｅｒ　
Ｒ，Ｇｒ，Ｇｂ，Ｂの形式に再構成する。ここでは必要に応じて、Ｓ１２０３で選択され
たデジタルビデオカメラ１０１のスキャンモードに応じて読出しの先頭画素を切換えて信
号処理を行う。
【０１３３】
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　Ｓ１２１４ではコンピュータシステム１０６が、モニタ上で映像表示を行う。ユーザは
このモニタ上でテスト映像信号を確認でき、目視によって上述した各実施形態で説明した
ような整合性の確認を行うことが出来る。
【０１３４】
　Ｓ１２１５では、コンピュータシステム１０６が、コンピュータシステム上の専用アプ
リケーションでＳ１２１３で再構成されたＢａｙｅｒ　Ｒ，Ｇｒ，Ｇｂ，Ｂと、予め決め
られたテスト映像信号のフォーマットとしての期待値をデジタルコンペアする。一致した
場合はＯＫを、一致しなかった場合にはＮＧを操作者に通知する。このデジタルコンペア
によって、目視では確認できないレベルの不具合も確認することが出来る。
【０１３５】
　Ｓ１２１６では、コンピュータシステム１０６が、Ｓ１２１５でコンペアしたデータ間
の差異を視覚的に表示する。こうすることで、本来一致しなければならないテスト映像信
号がどのように一致していないかの解析の手掛かりとなる。
【０１３６】
　Ｓ１２１７で検証操作フロー終了とする。
【０１３７】
　（その他の実施形態）
　これまで本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本
発明に含まれる。上述の実施形態の一部を適宜組み合わせても良い。例えば、テスト映像
信号を発生する処理ブロックの一例として図５を挙げて説明した。しかし、フレームメモ
リ上にテスト映像信号のデータをロードまたは、ＣＰＵなどで演算することで構成してお
き、そこからテスト映像信号を記憶手段（メモリ）から順次読み出すことで、カメラの映
像出力端子から出力するような構成としても良い。
【０１３８】
　また、上述の実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、記録媒体から直
接、或いは有線／無線通信を用いてプログラムを実行可能なコンピュータを有するシステ
ム又は装置に供給し、そのプログラムを実行する場合も本発明に含む。
【０１３９】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給、
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明に含まれる。
【０１４０】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わ
ない。
【０１４１】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、ハードディスク、磁気テープ
等の磁気記録媒体、光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導体メモリでもよい。
【０１４２】
　また、プログラムの供給方法としては、コンピュータネットワーク上のサーバに本発明
を形成するコンピュータプログラムを記憶し、接続のあったクライアントコンピュータは
がコンピュータプログラムをダウンロードしてプログラムするような方法も考えられる。
【符号の説明】
【０１４３】
　５０１　ラインカウンタ
　５０２　タイミング制御回路
　５０３　ピクセルカウンタ
　５０４　画素演算回路
　５０５　マイコン
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